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議案第７０号 

 

   人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

 下記の者を人権擁護委員候補者に推薦したいので、議会の意見を求める。 

 

記 

 

住  所    （略） 

氏  名  山 田 典 子 

生年月日    （略） 

 

 

  令和５年１１月２４日提出 

 

          狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 人権擁護委員山田典子氏は、令和６年３月３１日をもって任期満了となるが、同氏

を再推薦することについて議会の意見を求めたいので、人権擁護委員法第６条第３項

の規定により、この案を提出するものである。 
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議案第７１号 

 

   人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

 下記の者を人権擁護委員候補者に推薦したいので、議会の意見を求める。 

 

記 

 

住  所    （略） 

氏  名  入 子 福 司 

生年月日    （略） 

 

 

  令和５年１１月２４日提出 

 

          狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 人権擁護委員入子福司氏は、令和６年３月３１日をもって任期満了となるが、同氏

を再推薦することについて議会の意見を求めたいので、人権擁護委員法第６条第３項

の規定により、この案を提出するものである。 
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議案第７２号 

 

   狭山市いりそ次世代支援センター条例 

 

 

条例別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

令和５年１１月２４日提出 

 

狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 次世代を担うこども及びその保護者を支援することを目的とする狭山市いりそ次世

代支援センターに関し、条例を制定したいので、この案を提出するものである。 
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狭山市いりそ次世代支援センター条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、次世代を担うこども及びその保護者を支援することを目的とし

た複合施設である狭山市いりそ次世代支援センターに関し必要な事項を定めるもの

とする。 

 （構成施設） 

第２条 狭山市いりそ次世代支援センターは、次に掲げる施設をもって構成する。 

（１）狭山市立入曽保育所 

（２）狭山市立入曽児童館 

（３）狭山市いりそ次世代支援センター公共広場（以下「公共広場」という。） 

 （狭山市立入曽保育所） 

第３条 狭山市立入曽保育所については、狭山市立保育所条例（昭和５５年条例第 

３８号）の定めるところによる。 

 （狭山市立入曽児童館） 

第４条 狭山市立入曽児童館については、狭山市立児童館条例（昭和５１年条例第 

１９号）の定めるところによる。 

 （公共広場の設置） 

第５条 次世代を担うこども及びその保護者と多世代の地域住民との交流並びに子育

てに関する地域コミュニティの醸成を図るため、公共広場を狭山市大字南入曽  

４２８番地１３に設置する。 

 （公共広場における行為の禁止） 

第６条 公共広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市が公共

広場の設置の目的を達成するために必要な事業を主催し、又は共催するため、公共

広場の全部又は一部を利用するときその他公益上やむを得ない必要があると市長が

認めるときは、この限りでない。 

（１）公共広場の設備を損傷し、汚損し、又は滅失すること。 

（２）樹木を伐採し、又は植物を採取すること。 

（３）はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。 

（４）ごみその他の汚物を捨てること。 

（５）大声又は騒音を発する行為をすること。 

（６）花火、たき火等火気を使用すること。 

（７）喫煙をすること。 

別紙 
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（８）自動車又は原動機付自転車を乗り入れ、又は止めておくこと。 

（９）寝泊りすること。 

（１０）展覧会、演奏会、集会その他これらに類する催しを行うこと。 

（１１）興行を行うこと。 

（１２）物品の販売、飲食物の提供又は広告類の配布をすること。 

（１３）募金、署名活動その他これらに類する行為をすること。 

（１４）前各号に掲げるもののほか、公共広場の管理上支障があると認められる行為

をすること。 

２ 市長は、前項各号の行為をしたと認められる者に対し、当該行為の中止その他必

要な措置を命ずることができる。 

 （公共広場の利用の禁止又は制限） 

第７条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、区域を定めて公共広場の利

用を禁止し、又は制限することができる。 

（１）市が公共広場の設置の目的を達成するために必要な事業を主催し、又は共催す

るとき。 

（２）公益上やむを得ない必要があると認めるとき。 

（３）公共広場の管理上必要があると認めるとき。 

 （公共広場の利用に係る損害賠償） 

第８条 公共広場の利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用中に、公

共広場の設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを修理し、若しくは

原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。 

 （委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この条例は、令和６年１月１日から施行する。 
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議案第７３号 

 

   狭山市市民交流センター条例の一部を改正する条例 

 狭山市市民交流センター条例（平成２３年条例第６号）の一部を次のように改正す

る。 

 第２１条中「１２月２９日から翌年の１月３日までの」を「次の各号に掲げる業務

の区分に応じ、当該各号に定める」に改め、同条に次の各号を加える。 

（１）第１９条各号（第６号を除く。）に掲げる業務 次に掲げる日 

  ア 毎月の第３日曜日 

  イ １２月２９日から翌年の１月３日までの日 

（２）第１９条第６号に掲げる業務 １２月２９日から翌年の１月３日までの日 

 第２２条中「午前８時から午後８時まで」を「次の各号に掲げる業務の区分に応じ、

当該各号に定める時間」に改め、同条に次の各号を加える。 

（１）第１９条各号（第６号を除く。）に掲げる業務 午前８時から午後６時まで 

（２）第１９条第６号に掲げる業務 午前８時から午後８時まで 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第２２条の改正規定は、公

布の日から施行する。 

 

 

  令和５年１１月２４日提出 

 

          狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 総合子育て支援センターの休業日及び利用時間に係る規定について、所要の改正を

したいので、この案を提出するものである。 
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議案第７４号 

 

   狭山市消費生活センター条例の一部を改正する条例 

 狭山市消費生活センター条例（平成２８年条例第１号）の一部を次のように改正す

る。 

 第５条を次のように改める。 

 （消費生活相談員） 

第５条 センターに、消費生活相談員（以下「相談員」という。）を置く。 

２ 相談員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 

（１）法第１０条の３第１項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者（不当

景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律（平成２６年法律第７１

号）附則第３条の規定により合格した者とみなされた者を含む。） 

（２）前号に掲げる者と同等以上の専門的な知識及び技術を有すると市長が認める者 

３ 相談員のうち１人以上は、前項第１号に掲げる者とする。 

 第６条（見出しを含む。）中「消費生活相談員」を「相談員」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

  令和５年１１月２４日提出 

 

          狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 消費生活センターに配置する消費生活相談員の人員を確保するため、消費生活相談

員の要件に係る規定を改めるとともに、所要の改正をしたいので、この案を提出する

ものである。 
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議案第７５号 

 

   狭山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 狭山市国民健康保険税条例（昭和２９年条例第３３号）の一部を次のように改正す

る。 

 第２条第３項ただし書中「２０万円」を「２２万円」に改める。 

 第３条第１項中「１００分の６．４９」を「１００分の６．７９」に改め、同条第

２項中「１００分の２．４３」を「１００分の２．７２」に改める。 

 第４条中「１００分の２０」を「１００分の１０」に改める。 

 第５条第１項中「１万６，７００円」を「２万２，７００円」に改め、同条第２項

中「１万７００円」を「１万５，９００円」に改める。 

 第５条の２第１号中「１万円」を「５，０００円」に改め、同条第２号中    

「５，０００円」を「２，５００円」に改め、同条第３号中「７，５００円」を  

「３，７５０円」に改める。 

 第６条中「１００分の２．６９」を「１００分の２．３６」に改める。 

 第７条中「１万２，７００円」を「１万７，１００円」に改める。 

 第１９条第１項中「２０万円」を「２２万円」に改め、同項第１号ア中「１万  

１，６９０円」を「１万５，８９０円」に改め、同号イ（ア）中「７，０００円」を

「３，５００円」に改め、同号イ（イ）中「３，５００円」を「１，７５０円」に改

め、同号イ（ウ）中「５，２５０円」を「２，６２５円」に改め、同号ウ中    

「７，４９０円」を「１万１，１３０円」に改め、同号エ中「８，８９０円」を「１

万１，９７０円」に改め、同項第２号ア中「８，３５０円」を「１万１，３５０円」

に改め、同号イ（ア）中「５，０００円」を「２，５００円」に改め、同号イ（イ）

中「２，５００円」を「１，２５０円」に改め、同号イ（ウ）中「３，７５０円」を

「１，８７５円」に改め、同号ウ中「５，３５０円」を「７，９５０円」に改め、同

号エ中「６，３５０円」を「８，５５０円」に改め、同項第３号ア中「３，３４０ 

円」を「４，５４０円」に改め、同号イ（ア）中「２，０００円」を「１，０００ 

円」に改め、同号イ（イ）中「１，０００円」を「５００円」に改め、同号イ（ウ）

中 「 １ ， ５ ０ ０ 円 」 を 「 ７ ５ ０ 円 」 に 改 め 、 同 号 ウ 中 「 ２ ， １ ４ ０ 円 」 を     

「３，１８０円」に改め、同号エ中「２，５４０円」を「３，４２０円」に改め、同

条第２項第１号ア中「２，５０５円」を「３，４０５円」に改め、同号イ中    

「４，１７５円」を「５，６７５円」に改め、同号ウ中「６，６８０円」を    
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「９，０８０円」に改め、同号エ中「８，３５０円」を「１万１，３５０円」に改め、

同項第２号ア中「１，６０５円」を「２，３８５円」に改め、同号イ中「２，６７５

円」を「３，９７５円」に改め、同号ウ中「４，２８０円」を「６，３６０円」に改

め、同号エ中「５，３５０円」を「７，９５０円」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第５６条の８９第４項に規

定する出産被保険者（以下「出産被保険者」という。）が属する場合における当該

納税義務者に対して課する所得割額及び被保険者均等割額（第１項に規定する金額

を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額。以下この

項において同じ。）は、当該所得割額及び被保険者均等割額から、次の各号に掲げ

る区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。 

（１）出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第３条第

１項及び第３項の規定により算定した所得割額の１２分の１の額に、当該出産被

保険者の出産の予定日（地方税法施行規則第２４条の３０の５に定める場合には、

出産の日。第２０条の３第１項第３号及び第２項第１号において同じ。）の属す

る月（以下「出産予定月」という。）の前月（多胎妊娠の場合には、３月前）か

ら出産予定月の翌々月までの期間（以下「産前産後期間」という。）のうち当該

年度に属する月数を乗じて得た額 

（２）出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき

第５条第１項の規定により算定した被保険者均等割額の１２分の１の額に、当該

出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

（３）出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出産被保険者

につき第３条第２項及び第３項の規定により算定した所得割額の１２分の１の額

に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た

額 

（４）出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 当該出産

被保険者につき第５条第２項の規定により算定した被保険者均等割額の１２分の

１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じ

て得た額 

（５）出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第

６条の規定により算定した所得割額の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産

前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

（６）出産被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者
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につき第７条の規定により算定した被保険者均等割額の１２分の１の額に、当該

出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

 第１９条の２中「第２０条の２」を「第２０条の２第１項」に改める。 

 第２０条の２第２項中「その他の特例対象被保険者等であることの事実を証明する

書類」を「又は雇用保険受給資格通知（同令第１９条第３項に規定するものをい  

う。）」に改め、同条の次に次の１条を加える。 

 （出産被保険者に係る届出） 

第２０条の３ 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合に

は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。 

（１）納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号（行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２

条第５項に規定する個人番号をいう。以下同じ。） 

（２）出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号 

（３）出産の予定日 

（４）単胎妊娠又は多胎妊娠の別 

（５）その他市長が必要と認める事項 

２ 前項の届書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を添えなければ

ならない。 

（１）出産の予定日を明らかにすることができる書類 

（２）多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類 

（３）出産後に前項に規定する届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に

係る子との身分関係を明らかにすることができる書類 

３ 第１項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の６月前から行うこと

ができる。 

４ 第１項の規定にかかわらず、市長が、当該出産被保険者について同項各号に掲げ

る事項及び第２項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することが

できる場合は、第１項の規定による届出を省略させることができる。 

 附則第４項中「第１９条第１項」を「第１９条」に、「同項」を「同条第１項」に

改める。 

 附則第５項、第６項、第８項から第１１項まで、第１４項及び第１５項中「第１９

条第１項の」を「第１９条の」に改める。 

   附 則 
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１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

（１）第１９条の２、第２０条の２第２項及び附則の改正規定 公布の日 

（２）第１９条に１項を加える改正規定及び第２０条の２の次に１条を加える改正規

定並びに附則第３項の規定 令和６年１月１日 

２ この条例（前項ただし書に規定する改正規定を除く。）による改正後の狭山市国

民健康保険税条例の規定は、令和６年度以後の年度分の国民健康保険税について適

用し、令和５年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 

３ 改正後の第１９条第３項及び第２０条の３の規定は、令和５年度分の国民健康保

険税のうち令和６年１月以後の期間に係るもの及び令和６年度以後の年度分の国民

健康保険税について適用し、令和５年度分の国民健康保険税のうち令和５年１２月

以前の期間に係るもの及び令和４年度分までの国民健康保険税については、なお従

前の例による。 

 

 

  令和５年１１月２４日提出 

 

          狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 国民健康保険の安定した財政運営を図るため、国民健康保険税の税率等を改定する

とともに、地方税法等の改正に伴い、産前産後期間の国民健康保険税の軽減措置を設

ける等所要の改正をしたいので、この案を提出するものである。 
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議案第７６号 

 

   狭山市災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例 

 狭山市災害派遣手当等の支給に関する条例（平成２７年条例第４号）の一部を次の

ように改正する。 

 第１条中「第４４条」を「第２６条の８」に、「新型インフルエンザ等緊急事態派

遣手当」を「特定新型インフルエンザ等対策派遣手当」に改める。 

 別表備考中「ホテル営業及び同条第３項に規定する旅館営業」を「旅館・ホテル営

業」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

  令和５年１１月２４日提出 

 

          狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 新型インフルエンザ等対策特別措置法等の改正に伴い、所要の改正をしたいので、

この案を提出するものである。 
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議案第７７号 

 

   狭山市消防団条例の一部を改正する条例 

 狭山市消防団条例（昭和３０年条例第８号）の一部を次のように改正する。 

 第５条の次に次の１条を加える。 

 （種類） 

第５条の２ 団員の種類は、基本団員及び機能別団員とする。 

２ 基本団員は、機能別団員を除く全ての団員とする。 

３ 機能別団員は、市長が定める特定の職務に従事する団員とする。 

 第１５条第１項中「団員の報酬は、」を「基本団員の報酬は」に改め、「出動報 

酬」の次に「とし、機能別団員の報酬は出動報酬」を加え、同条第２項各号列記以外

の部分中「団員」を「基本団員」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

  令和５年１１月２４日提出 

 

          狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 消防団に機能別団員制度を導入するため、所要の改正をしたいので、この案を提出

するものである。 
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議案第７８号 

 

   狭山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する

条例 

 狭山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例（昭和３９年条例第 

２６号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「非常勤の者」の次に「（狭山市消防団条例（昭和３０年条例第８号）第

５条の２第３項に規定する機能別団員を除く。以下「非常勤消防団員」という。）」

を加える。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

  令和５年１１月２４日提出 

 

          狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 消防団に機能別団員制度を導入することに伴い、所要の改正をしたいので、この案

を提出するものである。 
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議案第７９号 

 

   狭山市市民健康文化センターの指定管理者の指定について 

 

 下記のとおり指定管理者を指定したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 施設の名称 

   狭山市市民健康文化センター 

２ 指定管理者として指定するもの 

   狭山ネクストジェネレーション共同事業体 

   代表者 東京都中央区日本橋堀留町２丁目１番１号 

       シンコースポーツ株式会社 

       代表取締役 石 崎 健 太 

   構成員 東京都新宿区西新宿６丁目２２番１号 

       太平ビルサービス株式会社 

       代表取締役 狩 野 伸 彌 

       東京都千代田区丸の内２丁目７番３号 

       アズビル株式会社 

       代表執行役社長 山 本 清 博 

３ 指定の期間 

   令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

 

  令和５年１１月２４日提出 

 

          狭山市長 小谷野  剛 
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提案理由 

 狭山市市民健康文化センターの管理に関し、指定管理者を指定したいので、この案

を提出するものである。 
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議案第８０号 

 

   狭山市社会福祉会館の指定管理者の指定について 

 

 下記のとおり指定管理者を指定したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 施設の名称 

   狭山市社会福祉会館 

２ 指定管理者として指定するもの 

   埼玉県狭山市入間川２丁目４番１３号 

   社会福祉法人狭山市社会福祉協議会 

   会長 梅 田  実 

３ 指定の期間 

   令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

 

  令和５年１１月２４日提出 

 

          狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 狭山市社会福祉会館の管理に関し、指定管理者を指定したいので、この案を提出す

るものである。 



- 27 - 

 

議案第８１号 

 

   狭山市立祇園保育所の指定管理者の指定について 

 

 下記のとおり指定管理者を指定したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 施設の名称 

   狭山市立祇園保育所 

２ 指定管理者として指定するもの 

   埼玉県所沢市東狭山ヶ丘６丁目２８３５番地２ 

   社会福祉法人桑の実会 

   理事長 濱 野 賢 一 

３ 指定の期間 

   令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

 

  令和５年１１月２４日提出 

 

          狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 狭山市立祇園保育所の管理に関し、指定管理者を指定したいので、この案を提出す

るものである。 



- 29 - 

 

議案第８２号 

 

   狭山市立狭山台児童館の指定管理者の指定について 

 

 下記のとおり指定管理者を指定したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 施設の名称 

   狭山市立狭山台児童館 

２ 指定管理者として指定するもの 

   東京都調布市調布ヶ丘３丁目６番地３ 

   シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 

   代表取締役 山 田 智 治 

３ 指定の期間 

   令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

 

  令和５年１１月２４日提出 

 

          狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 狭山市立狭山台児童館の管理に関し、指定管理者を指定したいので、この案を提出

するものである。 
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議案第８３号 

 

   狭山市立広瀬児童館及び狭山市立広瀬小学童保育室分室の指定管理者の指定に 

   ついて 

 

 下記のとおり指定管理者を指定したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 施設の名称 

   狭山市立広瀬児童館 

   狭山市立広瀬小学童保育室分室 

２ 指定管理者として指定するもの 

   東京都調布市調布ヶ丘３丁目６番地３ 

   シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 

   代表取締役 山 田 智 治 

３ 指定の期間 

   令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

 

  令和５年１１月２４日提出 

 

          狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 狭山市立広瀬児童館及び狭山市立広瀬小学童保育室分室の管理に関し、指定管理者

を指定したいので、この案を提出するものである。 
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議案第８４号 

 

   狭山市立入曽児童館の指定管理者の指定について 

 

 下記のとおり指定管理者を指定したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 施設の名称 

   狭山市立入曽児童館 

２ 指定管理者として指定するもの 

   埼玉県川口市栄町１丁目４番１６号 

   株式会社コマーム 

   代表取締役社長 小 松 秀 人 

３ 指定の期間 

   令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

 

  令和５年１１月２４日提出 

 

          狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 狭山市立入曽児童館の管理に関し、指定管理者を指定したいので、この案を提出す

るものである。 
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議案第８５号 

 

   狭山市立老人福祉センターの指定管理者の指定について 

 

 下記のとおり指定管理者を指定したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 施設の名称 

   狭山市立老人福祉センター宝荘 

   狭山市立老人福祉センター寿荘 

   狭山市立老人福祉センター不老荘 

２ 指定管理者として指定するもの 

   埼玉県狭山市入間川２丁目４番１３号 

   社会福祉法人狭山市社会福祉協議会 

   会長 梅 田  実 

３ 指定の期間 

   令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

 

  令和５年１１月２４日提出 

 

          狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 狭山市立老人福祉センターの管理に関し、指定管理者を指定したいので、この案を

提出するものである。 
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議案第８６号 

 

令和５年度狭山市一般会計補正予算（第６号） 

 

 

補正予算別冊のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年１１月２４日提出 

 

          狭山市長 小谷野  剛 



令和５年度狭山市一般会計補正予算（第６号） 

 

 

 令和５年度狭山市一般会計の補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５３２，８８０千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ５４，１３３，３７１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9,014,684 5,827 9,020,511

2 2,451,050 5,827 2,456,877

3,583,175 9,262 3,592,437

2 726,832 9,262 736,094

130,000 40,000 170,000

1 130,000 40,000 170,000

3,498,229 476,711 3,974,940

2 3,245,020 476,711 3,721,731

1,282,794 1,080 1,283,874

6 697,574 1,080 698,654

53,600,491 532,880 54,133,371

歳  入 （単位：千円）

 第１表　歳入歳出予算補正

款 項 補 正 前 の 額 補    正    額 計

16 国庫支出金

国庫補助金

17 県支出金

県補助金

19 寄 附 金

寄 附 金

20 繰 入 金

基金繰入金

                      歳             入             合             計

22 諸 収 入

雑　　入



314,713 0 314,713

1 314,713 0 314,713

8,002,902 2,079 8,004,981

1 6,730,539 66,110 6,796,649

3 391,552 △7,031 384,521

4 264,503 △57,000 207,503

23,907,044 469,608 24,376,652

1 11,139,160 336,956 11,476,116

2 10,549,671 83,491 10,633,162

3 2,211,171 49,161 2,260,332

4,774,567 21,432 4,795,999

1 2,718,556 21,432 2,739,988

4,320,539 39,761 4,360,300

3 3,077,502 39,761 3,117,263

4,953,157 0 4,953,157

1 791,939 0 791,939

53,600,491 532,880 54,133,371                      歳            出            合            計

10 教 育 費

教育総務費

8 土 木 費

都市計画費

4 衛 生 費

保健衛生費

児童福祉費

生活保護費

3 民 生 費

社会福祉費

戸籍住民基本台帳費

選 挙 費

2 総 務 費

総務管理費

1 議 会 費

議 会 費

歳  出 （単位：千円）

款 項 補 正 前 の 額 補    正    額 計
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議案第８７号 

 

令和５年度狭山市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 

 

補正予算別冊のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年１１月２４日提出 

 

          狭山市長 小谷野  剛 



 

 

令和５年度狭山市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 

 

 令和５年度狭山市介護保険特別会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

１ 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９，３５７千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ１３，１３０，８２６千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「別表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3,262,135 9,357 3,271,492

1 3,262,135 9,357 3,271,492

13,121,469 9,357 13,130,826                      歳             入             合             計

4 支払基金交付金

支払基金交付金

款 項 補 正 前 の 額 補    正    額 計

歳  入 （単位：千円）

 別表　歳入歳出予算補正



171,962 5,802 177,764

1 41,049 5,802 46,851

11,966,631 2,000 11,968,631

5 51,000 2,000 53,000

401,689 1,555 403,244

1 401,689 1,555 403,244

13,121,469 9,357 13,130,826

歳  出 （単位：千円）

款 項 補 正 前 の 額 補    正    額 計

1 総 務 費

総務管理費

2 保険給付費

市町村特別給付費

                      歳            出            合            計

4 基金積立金

基金積立金
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議案第８８号 

 

   市道路線の認定について 

 

 下記の路線を市道に認定したいので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条

第２項の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

路  線  名 
起         点 

重要な経過地 
終         点 

Ａ第１０２３号線 
狭山市入間川三丁目３６３２番１地先  

狭山市入間川三丁目３６２３番８地先 

Ａ第１０２４号線 
狭山市入間川三丁目３６３５番４地先  

狭山市入間川三丁目３６４４番地先 

 

 

令和５年１１月２４日提出 

 

        狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 道路改良された路線を市道に認定したいので、この案を提出するものである。 
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議案第８９号 

 

   市道路線の廃止について 

 

 下記の市道の路線を廃止したいので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０

条第３項の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

路  線  名 
起         点 

重要な経過地 
終         点 

Ａ 第 ８ １ ３ 号 線 
狭山市入間川三丁目３６２３番８地先  

狭山市入間川三丁目３６４４番地先 

Ａ 第 ８ １ ４ 号 線 
狭山市入間川三丁目３６３２番１地先  

狭山市入間川三丁目３６３２番１地先 

 

 

令和５年１１月２４日提出 

 

        狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 道路改良された市道の認定に伴い、重複した市道の路線を廃止したいので、この案

を提出するものである。 
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議案第９０号 

 

   市道路線の認定について 

 

 下記の路線を市道に認定したいので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条

第２項の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

路  線  名 
起         点 

重要な経過地 
終         点 

Ａ第１０２５号線 
狭山市中央二丁目１１７８番５地先  

狭山市中央二丁目１１７８番１０地先 

 

 

令和５年１１月２４日提出 

 

        狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 開発行為により新設された路線を市道に認定したいので、この案を提出するもので

ある。  
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議案第９１号 

 

   市道路線の認定について 

 

 下記の路線を市道に認定したいので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条

第２項の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

路  線  名 
起         点 

重要な経過地 
終         点 

Ｂ 第 ７ ４ ４ 号 線 
狭山市大字南入曽字西ノ前原８８４番１地先  

狭山市大字南入曽字西ノ前原８８２番１地先 

 

 

令和５年１１月２４日提出 

 

        狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 開発行為により新設された路線を市道に認定したいので、この案を提出するもので

ある。  
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議案第９２号 

 

   市道路線の廃止について 

 

 下記の市道の路線を廃止したいので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０

条第３項の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

路  線  名 
起         点 

重要な経過地 
終         点 

Ｂ 第 ３ １ １ 号 線 
狭山市大字南入曽字西ノ前原８８２番１地先  

狭山市大字南入曽字西ノ前原８８４番１地先 

 

 

令和５年１１月２４日提出 

 

        狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 開発行為により機能が補償された市道の路線を廃止したいので、この案を提出する

ものである。 
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議案第９３号 

 

   市道路線の認定について 

 

 下記の路線を市道に認定したいので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条

第２項の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

路  線  名 
起         点 

重要な経過地 
終         点 

Ｃ第１１９９号線 
狭山市大字東三ツ木字南台１５３番６地先  

狭山市大字東三ツ木字南台１５３番１３地先 

 

 

令和５年１１月２４日提出 

 

        狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 開発行為により新設された路線を市道に認定したいので、この案を提出するもので

ある。  
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議案第９４号 

 

   市道路線の廃止について 

 

 下記の市道の路線を廃止したいので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０

条第３項の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

路  線  名 
起         点 

重要な経過地 
終         点 

Ｅ 第 ４ ８ ９ 号 線 
狭山市柏原字元水久保２００８番５地先  

狭山市柏原字元水久保２００８番２０地先 

 

 

令和５年１１月２４日提出 

 

        狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 法人からの道路敷地買取申請により市道の路線を廃止したいので、この案を提出す

るものである。 
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議案第９５号 

 

   市道路線の認定について 

 

 下記の路線を市道に認定したいので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条

第２項の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

路  線  名 
起         点 

重要な経過地 
終         点 

Ｅ 第 ８ ３ ２ 号 線 
狭山市柏原字元水久保２００８番２０地先  

狭山市柏原字元水久保２００５番８地先 

 

 

令和５年１１月２４日提出 

 

        狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 法人からの道路敷地買取申請による市道の廃止に伴い、改めて路線を市道に認定し

たいので、この案を提出するものである。  
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議案第９６号 

 

   市道路線の廃止について 

 

 下記の市道の路線を廃止したいので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０

条第３項の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

路  線  名 
起         点 

重要な経過地 
終         点 

Ｆ 第 ３ １ ７ 号 線 
狭山市大字上広瀬字上ノ原１４０４番１地先  

狭山市大字上広瀬字西中原１０４４番地先 

Ｆ第１２１５号線 
狭山市大字上広瀬字西原１２９９番１地先  

狭山市大字上広瀬字上ノ原１３５５番地先 

 

 

令和５年１１月２４日提出 

 

        狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 都市計画道路笹井柏原線の供用開始により分断され、及び重複した路線を廃止した

いので、この案を提出するものである。 
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議案第９７号 

 

   市道路線の認定について 

 

 下記の路線を市道に認定したいので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条

第２項の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

路  線  名 
起         点 

重要な経過地 
終         点 

Ｆ第１２６２号線 
狭山市大字上広瀬字上ノ原１４０４番１地先  

狭山市大字上広瀬字上ノ原１３１６番１地先 

Ｆ第１２６３号線 
狭山市大字上広瀬字西中原１０３４番１地先  

狭山市大字上広瀬字西中原１０４４番１地先 

 

 

令和５年１１月２４日提出 

 

        狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 都市計画道路笹井柏原線の供用開始により分断された路線を改めて市道に認定した

いので、この案を提出するものである。  


